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【手続補正書】
【提出日】令和1年12月13日(2019.12.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影した画像の画素信号値の飽和を抑制する階調補正を行う撮像装置であって、
　適正露出よりも低い露出で撮影を行い、当該撮影で得られた画像の低輝度部の輝度を増
加させるゲイン制御を行う第１の階調補正を行う第１の補正手段と、
　前記画像の画素信号値が所定値よりも高い領域の画素信号値を低減する第２の階調補正
を行う第２の補正手段と、
　撮影条件に応じて、前記第１の階調補正に用いる第１の補正量と前記第２の階調補正に
用いる第２の補正量とを決定する決定手段と、
を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記撮影条件は、ＩＳＯ感度、シャッタ速度、絞り値のうち少なくとも何れかを含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記決定手段は、
　前記画像の本撮影が行われる前の撮影待機状態で取得した画像を基に仮露出値を決定し
、
　前記仮露出値の撮影待機状態で取得される画像の輝度に基づいて前記本撮影に対する前
記第１の補正量を仮決定し、
　前記仮決定した第１の補正量が、前記撮影条件のＩＳＯ感度に応じて設定された上限値
を超えている場合には、前記上限値まで下げた補正量を、本決定した前記第１の補正量と
し、
　前記第１の補正手段は、前記本決定された第１の補正量に基づき前記第１の階調補正を
行うことを特徴とする請求項１又は２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記決定手段は、前記撮影条件として設定されたシャッタ速度が遅くなるほど、前記第
２の補正量を小さい補正量に決定することを特徴とする請求項１又は２に記載の撮像装置
。



(2) JP 2018-98670 A5 2020.1.30

【請求項５】
　前記決定手段は、前記撮影条件として設定されたシャッタ速度が遅くなるほど、前記第
１の補正量を大きい補正量に決定することを特徴とする請求項４に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記決定手段は、前記撮影条件として設定された絞り値が小さい値になるほど、前記第
２の補正量を小さい補正量に決定することを特徴とする請求項１又は２に記載の撮像装置
。
【請求項７】
　前記決定手段は、前記撮影条件として設定された絞り値が小さい値になるほど、前記第
１の補正量を大きい補正量に決定することを特徴とする請求項６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　撮影した画像の画素信号値の飽和を抑制する階調補正を行う撮像装置であって、
　適正露出よりも低い露出で撮影を行い、当該撮影で得られた画像の低輝度部の輝度を増
加させるゲイン制御を行う第１の階調補正を行う第１の補正手段と、
　前記画像の画素信号値が所定値よりも高い領域の画素信号値を低減する第２の階調補正
を行う第２の補正手段と、
　撮影シーンを解析する解析手段と、
　前記解析の結果に基づいて、前記第１の階調補正に用いる第１の補正量と前記第２の階
調補正に用いる第２の補正量とを決定する決定手段と、
　を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項９】
　前記解析手段による前記解析は、前記撮影シーンにおける画素信号値の飽和する領域の
位置又は面積の何れかを求める処理を含むことを特徴とする請求項８に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記決定手段は、
　前記画素信号値の飽和する領域の面積が予め定められた第１の面積より大きい場合には
前記第１の階調補正を行うことを決定し、
　前記画素信号値の飽和する領域の面積が予め定められた第２の面積より大きい場合には
前記第２の階調補正を行うことを決定し、
　前記第１の面積は前記第２の面積より大きい面積であることを特徴とする請求項９に記
載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記決定手段は、前記画素信号値の飽和する領域の面積が第３の面積より大きい場合に
は、前記第２の階調補正を行わず、前記第１の階調補正を行うように決定し、
　前記第３の面積は前記第２の面積より大きい面積であることを特徴とする請求項１０に
記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記決定手段は、
　前記画素信号値の飽和する領域の面積が予め定められた前記第１の面積から第４の面積
までの範囲である場合に前記第１の階調補正を行うことを決定し、
　前記画素信号値の飽和する領域の面積が予め定められた前記第２の面積から第３の面積
までの範囲である場合に前記第２の階調補正を行うことを決定し、
　前記第４の面積は前記第３の面積より大きい面積であり、前記第３の面積は前記第１の
面積より大きい面積であることを特徴とする請求項１０又は１１に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　撮影した画像の画素信号値の飽和を抑制する階調補正を行う撮像装置の制御方法であっ
て、
　撮影条件に応じて、第１の階調補正に用いる第１の補正量と、第２の階調補正に用いる
第２の補正量とを、決定する決定工程と、
　適正露出よりも低い露出で撮影を行い、当該撮影で得られた画像の低輝度部の輝度を増
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加させるゲイン制御を行う前記第１の階調補正を、前記第１の補正量を用いて行う第１の
補正工程と、
　前記画像の画素信号値が所定値よりも高い領域の画素信号値を低減する前記第２の階調
補正を、前記第２の補正量を用いて行う第２の補正工程と、
　を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１４】
　撮影した画像の画素信号値の飽和を抑制する階調補正を行う撮像装置の制御方法であっ
て、
　撮影シーンを解析する解析工程と、
　前記解析の結果に基づいて、第１の階調補正に用いる第１の補正量と、第２の階調補正
に用いる第２の補正量とを、決定する決定工程と、
　適正露出よりも低い露出で撮影を行い、当該撮影で得られた画像の低輝度部の輝度を増
加させるゲイン制御を行う前記第１の階調補正を、前記第１の補正量を用いて行う第１の
補正工程と、
　前記画像の画素信号値が所定値よりも高い領域の画素信号値を低減する前記第２の階調
補正を、前記第２の補正量を用いて行う第２の補正工程と、
　を有することを特徴とする制御方法。
【請求項１５】
　撮像装置が有するコンピュータを、請求項１乃至１２の何れか１項に記載の撮像装置の
各手段として機能させるためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明は、撮影した画像の画素信号値の飽和を抑制する階調補正を行う撮像装置であっ
て、適正露出よりも低い露出で撮影を行い、当該撮影で得られた画像の低輝度部の輝度を
増加させるゲイン制御を行う第１の階調補正を行う第１の補正手段と、前記画像の画素信
号値が所定値よりも高い領域の画素信号値を低減する第２の階調補正を行う第２の補正手
段と、撮影条件に応じて、前記第１の階調補正に用いる第１の補正量と前記第２の階調補
正に用いる第２の補正量とをそれぞれ決定する決定手段と、を有することを特徴とする。
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